
「サービス・機能」と「建物」の考え方について

【建物】についての基本的な考え方

今後も継続して
「維持する建物」 と 「それ以外」

に分ける。

状況やニーズの変化を踏まえ、
将来に向けたあり方
の見直しを行う。
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多様なサービスや活動の拠点とするためにふさわしい
①立地 ②建物の大きさや敷地面積があるもの。

ex. 学校・駅近の市民センター等

基本計画 第5章 総合的かつ計画的な維持管理の必要性
（３）将来を見据えた価値の創出
（４）暮らしと身近な地域拠点の確保

維持更新費の予測から考えて、施設（建物）数を減らさないと適切な維持管理はできない。
そのため、今後も継続して「維持する建物」と「それ以外」に分ける。
また、保全のための改修工事は、「維持する建物」のみに行う。

その他、廃止することができない機能を提供する施設であり、かつ既存施設の立地か
ら機能を移転することが困難なもの。

ex.下水道施設、供給処理施設等

× 特定の利用者・目的に限定⇒多目的・多用途に利用できるよう

建物の改修や建替え時

YES

NO 必要な機能の移転を図る。
移転後の土地・建物は賃貸・売却により収入を確保する。

建物の改修が必要になるまでに、必要な機能の移転、
または廃止を行う
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計画的に予防保全（機能回復・向上のための改
修）を行い、長寿命化を図る。

今後、保全（機能回復・向上のための改修）
は行わない。

複合化・多機能化し、多様なサービス・活動の拠点とする。

「サービス・機能」とそれを提供する「建物」は切り離して考え方を整理する。

維持する建物のみに保全を行う
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【サービス・機能】の方向性についての基本的な考え方

行政関与
の必要性

代替性

真に必要な量
に対する

現在の量

低い

高い

ある

ない

廃止・民間移譲（民間によるサービス維持）

廃止（又は縮小）

ある

ない

民間移譲、民間への委託等

多い

適正

少ない

縮小
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行政が今後も担う
サービス・機能

サービス自体の廃止・実施主体の見直し

〔規模〕

状況の変化

設置目的との整合性
利用状況の妥当性

サービス
機能

+

サービス・機能の今後の方向性は4つの視点を用いて考える。
それをフローチャート式に進めていくと基本的な方向性になる。

行政関与の必要性

設置目的との
整合性

代替性の有無

利用状況の妥当性

 法律等による義務か
 命や生活に直結するサービスか

 設置目的の意義が低下していないか
 サービスや利用実態が見合っているか

 稼働率や利用者数、利用頻度、受益者負担は妥当か

 類似する機能が民間等で提供されていないか
 民営の可能性はないか

4つの視点

資料２


